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令和７年度 指定管理施設の管理運営に関する月次評価について 

 

施設所管課名：港湾部港湾管理課 

 

１ 施設概要 

施設名称 漁港区域内駐車場（北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場） 

指定管理者名 野比海岸ジハングンチーム共同事業体 

指定期間 令和６年４月１日～令和 11年３月 31日（５年間） 

 

２ 月次評価 

評価月 評価 

４月 

北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場は、きれいに清掃され施設点検等も適

切に行われている。 

北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場はこの１か月を通して目立ったトラブ

ルもなく、適切に業務が行われたと認められる。また、自主事業として遊歩

道部分に設置しているブランコでは樹木の根が露出し、利用者がつまずく危

険性を指摘した際に、抜根を行うなど適切に対応されたと認められる。  

来月以降も引き続き利用者の安全第一を心掛け、適切な業務を実施された

い。 

 

５月 

北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場は、きれいに清掃され施設点検等も適

切に行われている。 

北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場はこの１か月を通して目立ったトラブ

ルもなく、適切に業務が行われたと認められる。また、自主事業として遊歩

道部分に設置しているブランコでは座面補強プレートのビス脱落が確認さ

れたが、迅速に修繕を行うなど適切に対応されたと認められる。  

来月以降も引き続き利用者の安全第一を心掛け、適切な業務を実施された

い。 

 

６月 

北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場は、きれいに清掃され施設点検等も適

切に行われている。 

北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場はこの１か月を通して目立ったトラブ

ルもなく、適切に業務が行われたと認められる。 

来月以降も引き続き利用者の安全第一を心掛け、適切な業務を実施された

い。 
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７月 

北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場は、施設点検等が適切に行われており、 

この１か月を通して目立ったトラブルもなく、適切に業務が行われたと認め

られる。ただ、夏季のため利用者も多く、駐車場内にゴミの投棄があったた

め巡回頻度を高めるなど対策を講じられたい。また、自主事業として設置し

ているキッチンカーのタイヤがパンクしていることから、修繕など適切に対

応されたい（修繕予定であることは指定管理者に確認済み）。併せてキッチ

ンカーの備品等については営業時以外では片づけるよう徹底されたい。 

来月以降も引き続き利用者の安全第一を心掛け、適切な業務を実施された

い。 

８月 

北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場は、きれいに清掃され施設点検等も適

切に行われている。 

北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場はこの１か月を通して目立ったトラブ

ルもなく、適切に業務が行われたと認められる。また、自主事業として設置

しているキッチンカーのタイヤも修繕され適切に対応されたと認められる。 

今後も引き続き利用者の安全第一を心掛け、適切な業務を実施されたい。 

９月 

北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場は、きれいに清掃され施設点検等も適

切に行われている。 

北下浦海岸通り駐車場・臨時駐車場はこの１か月を通して目立ったトラブ

ルもなく、適切に業務が行われたと認められる。９月５日、台風 15号が接

近した際にも特段施設等への被害は認められなかった。 

９月 11日にはブランコ利用時のマナーや注意事項に関する案内看板が新

たに設置され、問い合わせ先も明示されるなど、利用者の視点に立った取組

みが進められており、評価したい。 

今後も引き続き利用者の安全第一を心掛け、適切な業務を実施されたい。 
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